
半田市介護予防・生活支援サービス事業実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）

第１１５条の４５第１項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業（以下「総

合事業」という。）のうち介護予防・生活支援サービス事業の実施について、法、

介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号。以下「施行規則」という。）

及び地域支援事業実施要綱（平成１８年６月９日老発第０６０９００１号厚生労

働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙）に定めるもののほか、

必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱で使用する用語の意義は、法、施行規則及び地域支援事業実施要

綱で使用する用語の例による。 

（事業内容） 

第３条 市長は、介護予防・生活支援サービス事業（以下「第１号事業」という。）

として次に掲げる事業を行うものとする。 

（１） 国の基準による訪問型サービス事業（第１号訪問事業のうち、施行規則

第１４０条の６３の６第１号に規定する基準に基づくものをいう。以下同

じ。） 

（２） 市の独自の基準による訪問型サービス事業（第１号訪問事業のうち、施

行規則第１４０条の６３の６第２号の規定により市長が別に定める基準に

基づくものをいう。以下同じ。）であって、次に掲げるもの 

  ア 訪問型サービスＡ介護専門型 

  イ 訪問型サービスＢ生活支援型 

  ウ 訪問型サービスＢ地域支え合い型 

（３） 国の基準による通所型サービス事業（第１号通所事業のうち、施行規則

第１４０条の６３の６第１号に規定する基準に基づくものをいう。以下同

じ。） 

（４） 市の独自の基準による通所型サービス事業（第１号通所事業のうち、施

行規則第１４０条の６３の６第２号の規定により市長が別に定める基準に



基づくものをいう。以下同じ。）であって、次に掲げるもの 

  ア 通所型サービスＡ介護専門型 

  イ 通所型サービスＢ地域支え合い型 

  ウ 通所型サービスＣ運動特化型 

（５） 法第１１５条の４５第１項第１号ニに規定する第１号介護予防支援事業

（以下、「介護予防ケアマネジメント」という。） 

（第１号事業の対象者） 

第４条 前条に規定する第１号事業の対象となる者（以下「第１号事業対象者」と

いう。）は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、第２号に規定す

る者は、前条第１号及び第３号に掲げる事業の対象とならないものとする。 

（１） 居宅要支援被保険者 

（２） 基本チェックリスト（平成２７年厚生労働省告示第１９７号様式第１。

以下同じ。）に該当する第１号被保険者（以下「事業対象者」という。） 

（３） 居宅要介護被保険者であって、要介護認定によるサービスを受ける日以

前に前二号のいずれかに該当し、前条第２号ア、ウ及び第４号ア、イに規定

する第１号事業のサービスを受けていたもののうち、要介護認定によるサー

ビスを受けた日以後も継続的に第１号事業のサービスを受けるもの 

２ 事業対象者の基本チェックリスト実施結果の有効期間は、実施日から２年を経

過する日の属する月の前月の末日までとする。 

（利用の手続） 

第５条 第１号事業対象者が、第１号事業の利用を希望するときは、介護予防サー

ビス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出書により市長に届け

出なければならない。 

２ 前項の規定による届出をした第１号事業対象者は、法第１１５条の４６第３項

に規定する地域包括支援センターと介護予防ケアマネジメントに関する契約を

締結した後に、第１号事業を利用することができるものとする。 

（第１号事業に要する費用の額） 

第６条 次の各号に掲げる第１号事業に要する費用の額は、それぞれ当該各号に定

めるものとする。 

（１） 国の基準による訪問型サービス事業 厚生労働大臣が定める一単位の単



価（平成２７年厚生労働省告示第９３号。以下「単価告示」という。）に掲げ

る半田市の地域区分に基づく訪問介護の割合に１０円を乗じて得た額に、介

護保険法施行規則第１４０条の６３の２第１項第１号に規定する厚生労働

大臣が定める基準（令和３年厚生労働省告示第７２号。以下「令和３年厚生

労働省告示第７２号の基準」という。）に定める訪問型サービス費の単位数

を乗じて得た額 

（２） 市の独自の基準による訪問型サービス事業のうち第３条第２号アに規定

する訪問型サービスＡ介護専門型 単価告示に掲げる半田市の地域区分に

基づく訪問介護の割合に１０円を乗じて得た額に、別表第１事業の欄に掲げ

る事業及び同表区分の欄に掲げる区分ごとに定める単位数を乗じて得た額 

（３） 国の基準による通所型サービス事業 単価告示に掲げる半田市の地域区

分に基づく通所介護の割合に１０円を乗じて得た額に、令和３年厚生労働省

告示第７２号の基準に定める通所型サービス費の単位数を乗じて得た額 

（４） 市の独自の基準による通所型サービス事業のうち第３条第４号アに規定

する通所型サービスＡ介護専門型 単価告示に掲げる半田市の地域区分に

基づく通所介護の割合に１０円を乗じて得た額に、別表第１事業の欄に掲げ

る事業及び同表区分の欄に掲げる区分ごとに定める単位数を乗じて得た額 

（５） 介護予防ケアマネジメント 別表第２区分の欄に掲げる区分ごとに同表

単位数の欄に定める単位を用いて算定する額 

（第１号事業に要する費用及び高額第１号事業費の支給） 

第７条 市長は、第１号事業対象者が、次の各号に掲げる事業を利用したときは、

第１号事業支給費としてそれぞれ当該各号に定める額を支給するものとする。 

（１） 第３条第１号及び同条第２号アに規定する第１号訪問事業 前条第１号

又は第２号に定める費用の額の１００分の９０（法第５９条の２に規定する

一定以上の所得を有する者にあっては、１００分の８０又は１００分の７０）

に相当する額 

（２） 第３条第３号及び同条第４号アに規定する第１号通所事業 前条第３号

又は第４号に定める費用の額の１００分の９０（法第５９条の２に規定する

一定以上の所得を有する者にあっては、１００分の８０又は１００分の７０）

に相当する額 



２ 市長は、第１号事業対象者が受けた第１号訪問事業及び第１号通所事業に要し

た費用の合計額について、法第６１条の規定による高額介護予防サービス費の支

給及び法第６１条の２の規定による高額医療合算介護予防サービス費の支給の

例により、高額介護予防サービス費相当額及び高額医療合算介護予防サービス費

相当額を支給する。 

（支給限度額） 

第８条 第４条第１項第２号に該当する事業対象者に支給される額の合計は、別表

第１備考３に定める額を超えることができない。 

（利用料） 

第９条 第３条第１号及び第３号に規定する第１号事業を利用した者は、第６条第

１号及び第３号に規定する事業ごとに、当該各号に定める費用の額の１００分の

１０（法第５９条の２に規定する一定以上の所得を有する者にあっては、１００

分の２０又は１００分の３０）に相当する額を当該事業を提供した事業者に支払

わなければならない。 

２ 第３条第２号ア及び第４号アに規定する第１号事業を利用した者は、第６条第

２号及び第４号に規定する事業ごとに、当該各号に定める費用の額の１００分の

１０（法第５９条の２に規定する一定以上の所得を有する者にあっては、１００

分の２０又は１００分の３０）に相当する額を当該事業を提供した事業者等に支

払わなければならない。 

３ 第３条第２号イ及びウ並びに第４号イ及びウに規定する第１号事業を利用し

た者は、別表第３及び第４までの事業の欄に掲げる事業及び各表区分の欄に掲げ

る区分ごとに各表利用料欄に定める額を当該事業を提供した事業者等に支払わ

なければならない。 

（指定事業者の基準及び指定） 

第１０条 法第１１５条の４５の３の事業の人員、設備及び運営に関する基準及び

指定等については別に定める。 

（事業の委託） 

第１１条 市長は、第３条第２号イ並びに第４号ウに規定する事業の実施を事業者

等に委託することができる。 

（委託料） 



第１２条 総合事業の対象者が、第３条第２号イ及び第４号ウに規定する事業を利

用したときの委託料は、別表第３事業の欄に掲げる事業及び同表区分の欄に掲げ

る区分ごとに同表委託料欄に定める額とする。 

（事業の補助） 

第１３条 市長は、第３条第２号ウ及び同条第４号イに規定する市民等が自主的に

行う介護予防に関する活動に係る費用の全部又は一部について補助をすること

ができる。この場合において、採択申請、補助金の交付申請、交付決定、実績報

告その他の事項については、次条に定めるもののほか、半田市サロン活動等推進

事業補助金交付要綱（令和６年４月１日施行）に定める例による。 

（補助額） 

第１４条 前条に規定する補助に係る補助額は、別表第４事業の欄に掲げる事業及

び同表区分の欄に掲げる区分ごとに同表補助額欄に定める額とする。 

（苦情処理） 

第１５条 市長は、総合事業の利用者及びその家族からの総合事業に関する苦情等

に迅速かつ適切に対応するために、窓口の設置その他必要な措置を講じるものと

する。 

２ 市長は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情等の内容等を記録するもの 

 とする。 

３ 市長は、総合事業の利用者及びその家族からの苦情等のうち市で対応すること

ができないものについて、その対応を愛知県国民健康保険団体連合会（健康保険

法（昭和３３年法律第１９２号）第８３条に規定する国民健康保険団体連合会で、

同法第８４条第１項の規定により愛知県知事の認可を受けて設立された団体。以

下「国保連」という。）に依頼することができる。 

４ 市長は、第３条第１号から第４号までに掲げる事業の利用者及びその家族から

の申立てに基づく事業者に対する調査及び指導助言を国保連に依頼することが

できる。 

５ 第１号事業者は、次に掲げる事項を遵守するものとする。 

（１） 前項の規定に基づき市長の依頼を受けて国保連が行う調査に協力するこ

と。 

（２） 国保連から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必



要な改善を行うこと。 

（３） 国保連からの求めがあったときは、当該改善の内容を報告すること。 

（委任） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成２９年３月１日から施行する。ただし、第３条第２号及び第

４号、第６条第２号及び第４号、第７条第１項第１号（第３条第２号アに規定す

る第１号訪問事業に係る部分に限る。）及び第２号（第３条第４号アに規定する

第１号通所事業に係る部分に限る。）、第９条第２項並びに第１０条から第１４条

までの規定は、平成２９年４月１日から施行する。 

 （半田市介護予防通所事業実施要綱の廃止） 

２ 半田市介護予防通所事業実施要綱は、廃止する。 

 （半田市認知症予防教室事業実施要綱の廃止） 

３ 半田市認知症予防教室事業実施要綱は、廃止する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

 （準備行為） 

２ この要綱の規定に基づく事業採択申請の手続その他の行為は、この要綱の施行

前においても行うことができる。 

附 則 

 この要綱は、平成３０年８月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成３０年１０月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和元年１０月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。ただし、令和３年９月３０日まで



の間は、第６条第５号の介護予防ケアマネジメント費について、所定単位数の千分

の千一に相当する単位数（１単位）を算定する。 

附 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和８年６月１日から施行する。 

  



別表第１（第６条関係） 

事業 名称 区分 額（単位数） 

市
の
独
自
の
基
準
に
よ
る
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
事
業 

訪問Ａ 

介 護 専

門型 20 

法第８条第２項に規定する介護福祉士その他

政令で定める者が２０分以上４５分未満の範

囲内で提供する訪問型サービス（身体介護を

除く。） 

１回につき 

１７９単位 

訪問Ａ 

介 護 専

門型 45 

法第８条第２項に規定する介護福祉士その他

政令で定める者が４５分以上提供する訪問型

サービス（身体介護を除く。） 

１回につき 

２２０単位 

訪問Ａ 

介 護 専

門 型 初

回加算 

新規に訪問型サービスに係る計画を作成した

利用者に対して、初回の訪問型サービスを行

った日からその日の属する月の末日までの間

に、サービス提供責任者が訪問型サービスを

行った場合又は訪問型サービスを行う訪問介

護員等にサービス提供責任者が同行した場合

に算定する加算 

初回のみ 

２００単位 

市
の
独
自
の
基
準
に
よ
る
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
事
業 

通所Ａ 

介 護 専

門型３ 

法第８条第２項に規定する介護福祉士その他

政令で定める者が提供する通所型サービスで

次の全てに該当するサービス 

（１）所要時間（通所型サービスを行った場合

に、現に要した時間ではなく、通所型サービス

計画に位置付けられた内容の通所型サービス

を行うのに要する標準的な時間をいう。以下

同じ。）が３時間程度 

（２）レクリエーション、機能訓練等、食事、

入浴のサービスのうちいずれか 

（３）送迎あり 

１回につき 

３９２単位 

通所Ａ 

介 護 専

法第８条第２項に規定する介護福祉士その他

政令で定める者が提供する通所型サービスで

１回につき 

４５０単位 



門型６ 次の全てに該当するサービス 

（１）所要時間が３時間以上６時間未満 

（２）レクリエーション、機能訓練等、食事、

入浴のサービスのうちいずれか２つ以上 

（３）送迎あり 

 

備考 

１ 国の基準による訪問型サービス及び訪問型サービスＡ介護専門型を組み合わ

せて利用することはできない。 

２ 国の基準による通所型サービス及び通所型サービスＡ介護専門型を組み合わ

せて利用することはできない。 

３ 訪問型サービスＡ介護専門型及び通所型サービスＡ介護専門型のみを利用す

る場合、サービスに要する費用の合計単位は、次に掲げる対象者ごとに定める単

位をそれぞれ超えることができない。 

（１）要支援２の利用者 １月につき６，４４０単位 

（２）要支援１の利用者及び事業対象者 １月につき３，７６０単位 

  



別表第２（第６条関係） 

区分 所定単位数 算定概要 

介護予防ケアマネジメ

ント 

１月につき 

４４２単位 

１ 介護予防ケアマネジメ

ント費は、利用者に対して、

介護予防ケアマネジメント

を行った場合に、所定単位数

を算定する。 

２ 別に厚生労働大臣が定

める基準を満たさない場合

は、高齢者虐待防止措置未実

施減算として、所定単位数の

１００分の１に相当する単

位数を所定単位数から減算

する。 

３ 別に厚生労働大臣が定

める基準を満たさない場合

は、業務継続計画未策定減算

として、所定単位数の１００

分の１に相当する単位数を

所定単位数から減算する。 

介護予防ケアマネジメ

ント初回加算 

１月につき 

３００単位 

介護予防ケアマネジメント

事業所（介護予防ケアマネジ

メントの事業を行う事業所

をいう。以下同じ。）におい

て、新規に介護予防ケアプラ

ン(介護予防ケアマネジメン

ト事業所が作成する介護予

防サービス計画(法第８条の

２第１６項に規定する介護



予防サービス計画をいう。)

に類するものをいう。以下同

じ。)を作成する利用者に対

し介護予防ケアマネジメン

トを行った場合に加算 

介護予防ケアマネジメ

ント委託連携加算 

委託開始月のみ利用

者１人につき１回を

限度として 

３００単位 

介護予防ケアマネジメント

事業所が利用者に提供する

介護予防ケアマネジメント

を指定居宅介護支援事業所

に委託する際、当該利用者に

係る必要な情報を当該指定

居宅支援事業所に提供し、当

該指定居宅介護支援事業所

における介護予防ケアプラ

ンの作成等に協力した場合

に加算 

介護職員等処遇改善加

算 

１月につき 

（介護予防ケアマネ

ジメント、介護予防ケ

アマネジメント初回

加算又は介護予防ケ

アマネジメント委託

連携加算の所定単位

数）×２１/１０００」 

介護職員等の賃金の改善等

を実施しているものとして、

電子情報処理組織を使用す

る方法により、市長に対し、

老健局長が定める様式によ

る届出を行った介護予防ケ

アマネジメント事業所が、利

用者に対し、介護予防ケアマ

ネジメントを行った場合に

加算 

簡易型ケアマネジメン

ト 

１月につき 

３３２単位 

簡易型ケアマネジメント（介

護予防ケアマネジメントか

らサービス担当者会議を省



略したもの。）を行った場合

に算定 

簡易型ケアマネジメン

ト初回加算 

１月につき 

３００単位 

介護予防ケアマネジメント

事業所において、新規に介護

予防ケアプランを作成する

利用者に対し簡易型ケアマ

ネジメントを行った場合に

加算 

初回のみケアマネジメ

ント 

１回につき 

２２１単位 

簡易型ケアマネジメントを

初回のみ行った場合に算定 

 

  



別表第３（第９条、第１２条関係） 

事業 名称 区分 委託料 利用料 

市
の
独
自
の
基
準
に
よ
る
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
事
業 

訪問Ｂ 

生活支援

型 20 

法第８条第２項に規定する介

護福祉士その他政令で定める

者又は市の指定する研修を修

了した者が２０分未満の範囲

内で提供する訪問型サービス

（身体介護を除く。） 

１回につき 

４００円 

１回につき 

１００円 

訪問Ｂ 

生活支援

型 45 

法第８条第２項に規定する介

護福祉士その他政令で定める

者又は市の指定する研修を修

了した者が２０分以上４５分

未満の範囲内で提供する訪問

型サービス（身体介護を除

く。） 

１回につき 

８５０円 

１回につき 

１５０円 

訪問Ｂ 

生活支援

型 60 

法第８条第２項に規定する介

護福祉士その他政令で定める

者又は市の指定する研修を修

了した者が４５分以上６０分

未満の範囲内で提供する訪問

型サービス（身体介護を除

く。） 

１回につき 

１，３００円 

１回につき 

２００円 

市
の
独
自
の
基
準
に
よ
る 

通
所
型
サ
ー
ビ
ス
事
業 

通所Ｃ 

運動特化

型 

専ら機能訓練指導員の職務に

従事する理学療法士等の専門

職により行われる日常生活機

能の維持・改善のためのプロ

グラム 

※６か月の短期間で実施 

１回につき 

送迎なしの

場合２，３８

３円、 

送迎ありの

場合２，８０

６円 

１回につき 

送迎なしの

場合２６５

円、 

送迎ありの

場合３１２

円 

 



別表第４（第９条、第１４条関係） 

事業 名称 区分 補助額 利用料 

市
の
独
自
の
基
準
に
よ
る 

訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
事
業 

訪問Ｂ 

地域支

え合い

型 

家具移動、草刈り、電球交換等

のちょっとした困りごとの支

援で、ボランティアグループ等

による不定期又は一時的な訪

問型サービス（上限４時間） 

１時間につ

き 

４００円 

１時間につ

き 

１００円 

立ち上げ支援補助 

（立ち上げ初年度のみ） 

１団体  年

３０，０００

円 

 

市
の
独
自
の
基
準
に
よ
る
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
事
業 

通所Ｂ 

地域支

え合い

型 

高齢者が徒

歩圏内で通

えて自由に

滞在できる

自主的な通

いの場でボ

ランティア

等が年２０

回 行 う 体

操、運動等

の活動を行

うサービス 

年間の事業対象

者の延べ利用者

数が５割以上の

場合 

年額３６，０

００円 

事業所等の

設定による

額 

年間の要支援者

の延べ利用者数

（以下「要支援者

延べ利用者数」と

いう。）が１０人

以上２０人未満

の場合 

年額４８，０

００円 

要支援者延べ利

用者数が２０人

以上４０人未満

の場合 

年額７２，０

００円 

要支援者延べ利

用者数が４０人

以上６０人未満

の場合 

年額９６，０

００円 



要支援者延べ利

用者数が６０人

以上８０人未満

の場合 

年額１０８，

０００円 

要支援者延べ利

用者数が８０人

以上の場合 

年額１２０，

０００円 

立ち上げ支援補助 

（立ち上げ初年度のみ） 

１団体  年

３０，０００

円 
 

施設利用補助 １団体  年

３６，０００

円 

 

 


